
県  立  高  等  学  校  授  業  料  の  

減  免  に  関  す  る  取  扱  要  綱  

 

（趣  旨）  

第 １ 条   県 立 高 等 学 校 （ 県 立 中 等 教 育 学 校 後 期 課 程 を 含 む 。 ） の 授 業 料 （ 以 下

 「 授 業 料 」 と い う 。 ） の 減 免 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 山 口 県 使 用 料 手 数

 料 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 山 口 県 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 及 び 山 口 県

 使 用 料 手 数 料 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 ６ ０ 年 山 口 県 規 則 第 １ ６ 号 。 以 下 「 規 則 」

 という。）によるほか、この要綱に定めるところによる。  

（減免の対象）  

第 ２ 条   条 例 第 ４ 条 に 規 定 す る 授 業 料 減 免 理 由 の 「 特 別 の 理 由 」 と は 、 生 徒 又

 は 生 徒 の 保 護 者 若 し く は 扶 養 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 と す

 る。  

  １   生活困難世帯の場合  

    （１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により、道府県民税・

市町 民税を納付し ていな い者、 道府県 民税・ 市町民税の均 等割の み納

付し ている者又は 道府県 民税・ 市町民 税の所 得割 の 合 算 額 が １ ６ ， ７

００ 円（定時制課 程にあ っては８３， ３００ 円）以下の額 が課税 され

ている者である場合。  

    （２）失業、事業所の倒産等により修学が困難になった者であって、特に  

       教育長が認めた者である場合   

    （ ３）交通遺児等（児童 福祉法（昭和２２年 法律第１６４号）第 ６条に規

    定 す る 保 護 者 又 は 同 法 第 ２ ７ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ る 里 親 が 自 動

        車事故 により死 亡し又は自 動車損害 賠償保障法 施行令（ 昭和３０年 政

    令 第 ２ ８ ６ 号 ） 別 表 の 後 遺 障 害 第 １ 級 か ら 第 ３ 級 ま で に 該 当 す る こ と

    と な っ た 者 を い う 。 ） で あ っ て 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４

    ４ 号 ） に よ る 保 護 を 受 け て い る 場 合 、 （ １ ） 若 し く は （ ２ ） に 該 当 す

    る 場 合 又 は 所 得 税 法 （ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第 ３ ８ 号 ） の 規 定 に よ り 所 得 税

    を納付しないこととなる場合  

  ２   天災等によるり災世帯である場合        

      震災、 風水害、火災 その他の災害により 住家が、全半壊又は 全半焼等し

   たと認められる者である場合  

（減免金額）  

第 ３ 条  減 免 金 額 は 、 月 割 計 算 の 方 法 に よ る も の と し 、 減 免 月 額 は ４ ５ ０ 円 か

 ら ９ ， ９ ０ ０ 円 （ 専 攻 科 に あ っ て は 、 １ ０ ， ３ ０ ０ 円 、 定 時 制 課 程 に あ っ て

 は９００円）までの範囲内において教育長が定めるものとする。  

（減免期間）  

第４条  減免期間は、当該年度を超えないものとする。  

 

 



 

（減免申請）  

第 ５ 条  規 則 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 減 免 申 請 は 、 別 紙 様 式 １ に よ る 申 請 書

に 別 表で定める 書類を添付し、校長 を経由して教育長に提出して行うものと

する。  

２  申請書の提出期限は、教育長が別に定める。  

（減免決定）  

第 ６ 条  校 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 書 を 受 け 付 け た と き は 、 実 情 を 調 査 の

 上、意見書を添えてこれを教育長に進達するものとする。  

２  教育長は、申請書の内容を審査の上、減免の可否、金額及び期間を決定し、

 校長を経由して申請者に通知するものとする。  

（校長委任）  

第 ７ 条  第 ５ 条 第 １ 項 及 び 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 生 活 保 護 世 帯 （ 交 通 遺 児

等に係る者を除 く。） に係る授業料 の減免については、校長が決定するもの

とする。  

２   校 長 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 減 免 の 決 定 を し た と き は 、 教 育 長 が 別 に 定 め

る日までに、別 紙様式２に より、申 請書の写しを添えて教育長に報告しなけ

ればならない。  

（徴収猶予）  

第 ８ 条   規 則 第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ く 授 業 料 の 徴 収 猶 予 申 請 は 、 別 紙 様 式 ３ に よ

 る申請書を校長に提出して行うものとする。  

２  校 長 は 、 前 項 の 申 請 に つ い て 徴 収 を 猶 予 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る と

 き は 、 徴 収 を 猶 予 す る 期 間 及 び 金 額 を 決 定 し 、 別 紙 様 式 ４ に よ る 決 定 通 知 書

 を申請者に通知しなければならない。  

（還付）  

第 ９ 条   第 ６ 条 又 は 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 減 免 を 受 け た 者 に 係 る 既 納 の 授 業 料 に

 つ い て は 、 条 例 第 ３ 条 第 ３ 項 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 還 付 す る も の と す る 。

２  前 項 の 規 定 に よ り 授 業 料 の 還 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 紙 様 式 ５ に よ る

 申請書を校長に提出しなければならない。  

３   校長は、前項の申請について還付をすることが適当であると認めるときは、

 別紙様式６による決定通知書を速やかに申請者に通知しなければならない。  

      附  則  

 この要綱は、平成１７年４月  １日から適用する。  

      附  則  

 この要綱は、平成１８年５月２３日から適用する。  

      附  則  

 この要綱は、平成１９年４月  １日から適用する。  

      附  則  

 この要綱は、平成２０年４月  １日から適用する。  

附  則  

 この要綱は、平成３０年５月２１日から適用する。  


